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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡の洗浄に関する情報を管理する情報管理装置と、
　前記情報管理装置と通信を実行し、前記情報管理装置から受信した情報を画面に表示す
る携帯端末装置とを備え、
　前記情報管理装置は、
　内視鏡の洗浄に関する情報を取得する取得部と、
　前記取得部において取得した情報を携帯端末装置に送信する送信部と、
　を備えることを特徴とする内視鏡洗浄管理システム。
【請求項２】
　前記取得部において取得した情報には、内視鏡の洗浄の残り時間が含まれており、
　前記携帯端末装置は、内視鏡の洗浄の残り時間を画面に表示することを特徴とする請求
項１に記載の内視鏡洗浄管理システム。
【請求項３】
　前記情報管理装置は、内視鏡の洗浄の残り時間を計測するタイマをさらに備え、
　前記取得部は、前記タイマから、内視鏡の洗浄の残り時間に関する情報を取得し、
　前記タイマは、ひとつの洗浄装置において複数の内視鏡が洗浄されている場合、複数の
内視鏡の洗浄のそれぞれに対する残り時間を統一して計測することを特徴とする請求項２
に記載の内視鏡洗浄管理システム。
【請求項４】
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　前記情報管理装置は、前記取得部において取得した残り時間をもとに、内視鏡の洗浄が
終了したことを検出する検出部をさらに備え、
　前記送信部は、内視鏡の洗浄が終了した旨を携帯端末装置に送信し、
　前記携帯端末装置は、内視鏡の洗浄が終了した旨を画面に表示することを特徴とする請
求項２または３に記載の内視鏡洗浄管理システム。
【請求項５】
　前記携帯端末装置は、内視鏡の洗浄を通知した後に、洗浄装置に付与された識別番号の
読み取りを促す画面を表示することを特徴とする請求項４に記載の内視鏡洗浄管理システ
ム。
【請求項６】
　前記情報管理装置は、
　前記検出部によって終了が検出された場合に、内視鏡の洗浄が終了した情報を記憶する
記憶部と、
　前記端末装置からの情報を受信する受信部をさらに備え、
　前記携帯端末装置は、内視鏡の洗浄が異常終了した旨を受けつけると、内視鏡の洗浄が
異常終了した旨を前記情報管理装置に送信し、
　前記受信部は、内視鏡の洗浄が異常終了した旨を受信し、
　前記記憶部は、異常終了した内視鏡の洗浄に対する情報を修正することを特徴とする請
求項４または５に記載の内視鏡洗浄管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡洗浄管理技術に関し、特に内視鏡を洗浄している状態を管理する内視
鏡洗浄管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡を洗浄するための洗浄装置では、一般的に、内視鏡の洗浄が完了した際に、音を
鳴らすことによって使用者に洗浄の完了を通知する。また、内視鏡の情報と、内視鏡を洗
浄した際の情報とを管理する装置も存在しているが、これらの情報を確認するためには、
洗浄装置もしくは管理装置が設置されている場所に行く必要がある（例えば、特許文献１
参照）。
【特許文献１】特開平７－８４５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、使用者が洗浄装置にて洗浄を開始した後、別の場所において作業をして
いる場合に、洗浄の完了の通知に気付かない場合がある。洗浄すべき内視鏡が複数存在す
る場合、洗浄の完了に気付かないことによって、次の内視鏡の洗浄の開始が遅れてしまう
。その結果、複数の内視鏡の洗浄の終了が遅くなってしまい、内視鏡を使用する医療行為
に影響を及ぼす場合がある。
【０００４】
　本発明はこうした状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、洗浄装置から離れて
作業をしている使用者に対して洗浄の終了を確実に通知する内視鏡洗浄管理システムを提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明のある態様の内視鏡洗浄管理システムは、内視鏡の
洗浄に関する情報を管理する情報管理装置と、情報管理装置と通信を実行し、情報管理装
置から受信した情報を画面に表示する携帯端末装置とを備える。情報管理装置は、内視鏡
の洗浄に関する情報を取得する取得部と、取得部において取得した情報を携帯端末装置に
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送信する送信部と、を備える。
【０００６】
　この態様によると、情報管理装置は、内視鏡の洗浄に関する情報を取得すると、これを
携帯端末装置に送信し、かつ携帯端末装置は、受信した情報を表示するので、使用者が洗
浄装置から離れて作業をしていても、内視鏡の洗浄に関する情報を使用者に通知できる。
【０００７】
　なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システム、記録媒
体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効で
ある。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、洗浄装置から離れて作業をしている使用者に対して洗浄の終了を確実
に通知できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明を具体的に説明する前に、概要を述べる。本発明の実施例は、内視鏡の洗浄の状
況を管理するための内視鏡洗浄管理システムに関する。医療行為に使用された内視鏡は、
洗浄装置にて洗浄される。しかしながら、使用者は、洗浄装置にて内視鏡の洗浄行為を開
始した後に、別の行為を実行する場合もある。このような場合において、洗浄装置から離
れた位置に存在する使用者に対して、洗浄の終了を通知するために、内視鏡洗浄管理シス
テムは、以下のような処理を実行する。
【００１０】
　内視鏡洗浄管理システムは、携帯端末装置と情報管理装置によって構成されており、両
者はネットワークを介して接続される。ここでは、ネットワークとして、無線ＬＡＮが使
用されるものとする。使用者は、洗浄装置にて内視鏡の洗浄を開始すると共に、その開始
を携帯端末装置に登録する。携帯端末装置は、情報管理装置に登録内容を送信し、情報管
理装置は、登録内容を管理する。特に、情報管理装置は、洗浄が終了するタイミングを管
理する。また、情報管理装置は、洗浄が終了した旨を携帯端末装置に送信する。携帯端末
装置は、終了した旨を画面に表示することによって、使用者に洗浄の終了を通知する。
【００１１】
　本発明の実施例に係る内視鏡洗浄管理システムを説明する前に、内視鏡洗浄管理システ
ムが使用される内視鏡の医療システム１００を説明する。図１は、本発明の実施例に係る
内視鏡の医療システム１００における内視鏡の流通経路を説明するための模式図である。
内視鏡の医療システム１００は、内視鏡検査室１０、洗浄室１２を含む。内視鏡検査室１
０は、患者に対して内視鏡検査を実行する部屋であり、洗浄室１２は、内視鏡を洗浄する
ための洗浄装置を備えた部屋である。
【００１２】
　内視鏡検査室１０において、内視鏡のスコープが洗浄室１２から出庫される（Ｓ１０）
。スコープは、内視鏡装置に装着される（Ｓ１２）。内視鏡装置によって、患者の検査が
なされる（Ｓ１４）。内視鏡装置からスコープが取り外されて、一次洗浄がなされる（Ｓ
１６）。洗浄室１２において、スコープ情報が読み取られる（Ｓ１８）。また、洗浄機情
報も読み取られる（Ｓ２０）。その後、スコープが洗浄され（Ｓ２２）、洗浄終了処理が
実施される（Ｓ２４）。また、内視鏡検査室１０に出庫すべきスコープが入庫される（Ｓ
２６）。以上の構成において、本発明の実施例に係る内視鏡洗浄管理システムは、ステッ
プ１８からステップ２２において使用される。
【００１３】
　図２は、本発明の実施例に係る内視鏡洗浄管理システム１１０の構成を示す。内視鏡洗
浄管理システム１１０は、情報管理装置２０、携帯端末装置２２、洗浄装置２４、スコー
プ２６を含む。情報管理装置２０は、通信部３０、操作部３２、表示部３４、制御部３６
、記憶部３８、タイマ４０、取得部４２を含む。また、携帯端末装置２２は、通信部５０
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、操作部５２、表示部５４、制御部５６、記憶部５８、読取部６０を含む。また、洗浄装
置２４は、識別番号保持部６２を含み、スコープ２６は、識別番号保持部６４を含む。
【００１４】
　洗浄装置２４は、スコープ２６を洗浄する機能を有している。また、洗浄装置２４には
、識別番号が予め付与されており、付与された識別番号は、識別番号保持部６２に記憶さ
れている。スコープ２６にも、識別番号が予め付与されており、付与された識別番号は、
識別番号保持部６４に記憶されている。
【００１５】
　携帯端末装置２２は、内視鏡の洗浄者によって使用され、例えば、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏ
ｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）であってもよい。操作部５２は、洗浄
者からの指示を受けつける。例えば、操作部５２は、タッチパネルによって構成されてい
る。ここで、操作部５２は、スコープ２６の洗浄を洗浄装置２４にて開始した際に、洗浄
者から、当該開始を情報管理装置２０に登録するための指示（以下、「洗浄開始指示」と
いう）を受けつける。このような指示を受けつけるためのプログラムは、記憶部５８に記
憶されている。また、記憶部５８に記憶されたプログラムは、情報管理装置２０から受信
した情報、例えば、洗浄の残り時間や洗浄の終了に関する情報を表示部５４に表示する。
表示部５４は、ディスプレイである。
【００１６】
　読取部６０は、識別番号保持部６２と識別番号保持部６４から、洗浄装置２４とスコー
プ２６の識別番号をそれぞれ読み取る。また、記憶部５８は、読取部６０において読み取
った識別番号を記憶する。通信部５０は、情報管理装置２０との通信を実行する。通信と
して、前述の無線ＬＡＮが使用される。通信部５０によって、洗浄装置２４とスコープ２
６の識別番号と共に、洗浄開始指示が情報管理装置２０に送信される。制御部５６は、以
上の各構成要素の動作を制御する。また、制御部５６は、記憶部５８に記憶されたプログ
ラムを実行する。
【００１７】
　情報管理装置２０は、内視鏡の洗浄者あるいは内視鏡の使用者によって使用され、図１
の内視鏡検査室１０あるいは洗浄室１２に設置される。一例として、情報管理装置２０は
、ＰＣ（パーソナルコンピュータ）によって実現される。通信部３０は、携帯端末装置２
２との通信を実行する。通信部３０は、携帯端末装置２２から、洗浄装置２４とスコープ
２６の識別番号と共に、洗浄開始指示を受信する。記憶部３８は、内視鏡の洗浄に関する
情報を記録する。記憶部３８は、ハードディスク等の記憶媒体によって構成されており、
内視鏡の洗浄に関する情報は、電子データとして記憶される。また、データの構造に関し
ては、後述するが、例えば、通信部３０が携帯端末装置２２から受信したデータを含む。
すなわち、洗浄している洗浄装置２４とスコープ２６の識別番号も含まれる。さらに、記
憶部３８は、情報管理装置２０での処理を実行するためのプログラムを記憶する。
【００１８】
　タイマ４０は、情報管理装置２０において、スコープ２６の洗浄の残り時間を計測する
。ここで、通信部３０を介して携帯端末装置２２から洗浄開始指示を受けつけると、タイ
マ４０は、残り時間の計測を開始する。なお、洗浄時間は、洗浄装置２４の種類、および
洗浄のプログラムによって異なる。そのため、記憶部３８は、洗浄装置２４および洗浄の
プログラムのそれぞれに応じた洗浄時間を記憶しており、タイマ４０は、それらのうちの
いずれかに対応した洗浄時間を選択し、選択した洗浄時間からの残り時間を計測する。な
お、洗浄装置２４の種類は、洗浄装置２４の識別番号をもとに選択される。また、洗浄の
プログラムの種類は、洗浄開始指示の中に含まれているものとする。
【００１９】
　取得部４２は、スコープ２６の洗浄に関する情報を取得する。例えば、取得した情報に
は、スコープ２６の洗浄の残り時間が含まれている。すなわち、取得部４２は、タイマ４
０から、スコープ２６の洗浄の残り時間に関する情報を取得する。ここで、取得部４２は
、携帯端末装置２２から残り時間取得の指示を受信した場合に、タイマ４０から残り時間
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を取得する。すなわち、携帯端末装置２２の表示部５４に表示された画面は、所定の間隔
、例えば、５秒間隔にて更新される。当該更新されるタイミングにて、残り時間の取得の
指示が、制御部５６、通信部５０から、通信部３０、制御部３６を介して、取得部４２に
入力される。取得部４２は、前述のごとく、タイマ４０から残り時間を取得する。取得さ
れた残り時間によって、記憶部３８に記憶された残り時間に関する情報が更新される。ま
た、記憶部３８に記憶された残り時間は、制御部３６、通信部３０から、通信部５０、制
御部５６を介して、表示部５４に入力される。その結果、表示部５４では、表示されてい
る画面を更新する際に、残り時間も更新される。なお、記憶部３８には、携帯端末装置２
２のアドレスも記憶されており、通信部３０は、記憶部３８を参照することによって情報
を送信すべきアドレスを特定する。また、通信部３０は、情報をブロードキャスト、マル
チキャストしてもよい。
【００２０】
　また、記憶部３８に記憶された残り時間が「０」になった場合、すなわち洗浄が終了し
た場合、これは、スコープ２６の洗浄終了の検出に相当する。これは、記憶部３８によっ
て、スコープ２６の洗浄が終了した情報が記憶されていることに相当する。このとき、記
憶部３８から通信部３０を介して携帯端末装置２２に送信される残り時間に関する情報は
、洗浄の終了に関する情報に相当する。その際、携帯端末装置２２の表示部５４は、スコ
ープ２６の洗浄が終了した旨を表示する。このとき、携帯端末装置２２は、アラームを鳴
らしてもよい。なお、携帯端末装置２２にて動作するプログラムは、スコープ２６の洗浄
の終了の通知を受けると、対象となる洗浄装置２４に付与された識別番号の読み取りを促
す画面を表示部５４に表示することによって、洗浄者に洗浄装置２４の識別情報の読み取
りを促す。識別番号の読み取りにより、終了確認画面にその情報が反映されると、終了確
認画面の入力完了が可能になり、携帯端末装置２２にて動作するプログラムは、確認処理
を終了する。このように、洗浄装置２４に付与された情報を読み取る作業を行うまで正常
終了作業が終了できないので、洗浄装置２４による洗浄が正常に終了しているかどうかを
確認する作業を促すことができる。制御部３６は、記憶部３８に記憶されたプログラムを
実行する。
【００２１】
　なお、ひとつの洗浄装置２４において複数のスコープ２６が洗浄されている場合、洗浄
開始指示として、それぞれのスコープ２６に対応した指示が、タイマ４０に入力される。
タイマ４０は、複数のスコープ２６の洗浄のそれぞれに対する残り時間を統一して計測す
る。すなわち、タイマ４０は、ひとつの洗浄装置２４を単位にして残り時間を計測する。
そのため、タイマ４０は、洗浄装置２４の識別番号を参照しながら、計測の開始を決定す
る。制御部３６は、記憶部３８に記憶されたプログラムであって、かつ以上の処理を実施
するためのプログラムを実行する。
【００２２】
　以上の説明において、情報管理装置２０における残り時間の計測は、洗浄装置２４にお
ける実際の洗浄の状況とは独立に実行される。すなわち、洗浄装置２４における実際の洗
浄が何らかの理由によって途中で中断した場合であっても、情報管理装置２０における残
り時間の計測は、洗浄装置２４における洗浄が正常に終了した場合と同様になされる。そ
の結果、洗浄装置２４における実際の洗浄の状況と、情報管理装置２０において管理して
いる洗浄の状況との間に、差異が生じる。これを解決するために、内視鏡洗浄管理システ
ム１１０は、以下のような処理を実行する。洗浄者は、操作部５２を使用しながら、携帯
端末装置２２にて動作しているプログラムに対して、スコープ２６の洗浄が異常終了した
旨（以下、「異常終了情報」という）を入力する。通信部５０は、異常終了情報を情報管
理装置２０に送信する。通信部３０が異常終了情報を受信すると、情報管理装置２０にて
動作しているプログラムは、異常終了したスコープ２６の洗浄に対する情報を修正する。
例えば、図５に示したデータに対して、異常終了した理由やエラーコードが付加される。
【００２３】
　図２では、ひとつの洗浄装置２４が示されている。しかしながら、実際には、複数の洗
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浄装置２４が備えられていてもよい。また、携帯端末装置２２も複数備えられてもよい。
この場合、情報管理装置２０は、複数の洗浄装置２４のそれぞれにおける洗浄の状況を管
理し、すべての携帯端末装置２２に対して、前述した情報を送信する。そのため、ひとつ
の携帯端末装置２２を有している洗浄者は、入力していない洗浄装置２４に関する情報も
携帯端末装置２２にて取得できる。
【００２４】
　この構成は、ハードウエア的には、任意のコンピュータのＣＰＵ、メモリ、その他のＬ
ＳＩで実現でき、ソフトウエア的にはメモリにロードされたプログラムなどによって実現
されるが、ここではそれらの連携によって実現される機能ブロックを描いている。したが
って、これらの機能ブロックがハードウエアのみ、ソフトウエアのみ、またはそれらの組
合せによっていろいろな形で実現できることは、当業者には理解されるところである。
【００２５】
　図３は、記憶部３８に記憶されたプログラムと所要時間とが対応づけれたデータの構造
を示す。データには、洗浄装置番号欄２００、プログラム欄２０２、所要時間欄２０４が
含まれる。洗浄装置番号欄２００には、図１の洗浄室１２に備えられた複数の洗浄装置２
４のそれぞれに対して付与された識別番号が配置される。また、プログラム欄２０２では
、洗浄のプログラムが「１」から「５」のように示される。例えば、プログラム「１」は
、簡易な洗浄、プログラム「５」は、細かい洗浄に対応する。なお、プログラムに含まれ
る段階は、５段階に限定される必要はなく、洗浄装置２４に応じて異なっていてもよい。
所要時間欄２０４には、プログラムのそれぞれの段階に応じた洗浄の所要時間が示されて
いる。なお、洗浄装置２４が異なれば、同一のプログラムであっても、所要時間が異なっ
ていてもよい。情報管理装置２０のタイマ４０は、洗浄装置番号欄２００とプログラム欄
２０２に関する情報を取得すると、所要時間欄２０４のいずれかを特定することによって
、所要時間を特定する。
【００２６】
　図４は、記憶部３８に記憶された洗浄状況が示されたデータの構造を示す。データは、
現在、洗浄装置２４において洗浄されているスコープ２６の状況を示す。データには、洗
浄装置番号欄２０６、スコープ番号欄２０８、携帯端末番号欄２１０、洗浄開始時刻欄２
１２、プログラム欄２１４、担当者欄２１６、残り時間欄２１８が含まれる。洗浄装置番
号欄２０６には、使用されている洗浄装置２４の識別番号が示されている。また、スコー
プ番号欄２０８には、洗浄装置２４にて洗浄されているスコープ２６の識別番号が示され
ている。
【００２７】
　携帯端末番号欄２１０には、スコープ２６に対する洗浄開始指示を送信した携帯端末装
置２２の識別番号が示されている。洗浄開始時刻欄２１２には、スコープ２６の洗浄を開
始した時刻が示されている。プログラム欄２１４には、洗浄装置２４にて使用されている
洗浄のプログラムの番号が示されている。担当者欄２１６には、洗浄開始指示を入力した
洗浄者の氏名、あるいは識別番号が示されている。残り時間欄２１８には、取得部４２に
て取得された洗浄の残り時間が示されている。１行にわたって示された情報が、ひとつの
洗浄装置２４での洗浄の状況に相当する。
【００２８】
　図５は、記憶部３８に記憶された洗浄の記録のデータの構造を示す。データは、既に洗
浄が終了したスコープ２６の情報を示す。データには、スコープ番号欄２２０、洗浄装置
番号欄２２２、洗浄時刻欄２２４、開始担当者欄２２６、終了担当者欄２２８が含まれる
。スコープ番号欄２２０と洗浄装置番号欄２２２は、図４のスコープ番号欄２０８と洗浄
装置番号欄２０６にそれぞれ対応する。洗浄時刻欄２２４は、洗浄の開始時刻と終了時刻
とを示す。開始担当者欄２２６は、図４の担当者欄２１６に相当し、終了担当者欄２２８
には、洗浄の終了を確認した洗浄者の氏名、あるいは識別番号が示されている。
【００２９】
　以上の構成による内視鏡洗浄管理システム１１０の動作を説明する。図６は、内視鏡洗



(7) JP 4599308 B2 2010.12.15

10

20

30

40

50

浄管理システム１１０における管理手順を示すシーケンス図である。携帯端末装置２２に
対する洗浄者の入力をもとに、開始処理が実行される（Ｓ１０）。携帯端末装置２２は、
情報管理装置２０に対して、洗浄開始指示を送信する（Ｓ１２）。情報管理装置２０は、
洗浄開始指示を受けつけると、開始処理を実行する（Ｓ１４）。すなわち、情報管理装置
２０は、スコープ２６の洗浄に関する管理を開始する。携帯端末装置２２は、画面の更新
のタイミングにて、情報管理装置２０に対して残り時間の問合信号を送信し（Ｓ１６）、
情報管理装置２０は、携帯端末装置２２に対して当該問い合わせに対する応答を送信する
（Ｓ１８）。
【００３０】
　携帯端末装置２２は、受診した応答をもとに、表示を更新する（Ｓ２０）。携帯端末装
置２２は、情報管理装置２０に対して問合信号を再び送信する（Ｓ２２）。その際、情報
管理装置２０は、残り時間が「０」になっていること、すなわち終了を検出する（Ｓ２４
）。情報管理装置２０は、携帯端末装置２２に対して終了の旨を送信する（Ｓ２６）。な
お、終了の旨は、残り時間「０」になっていることであってもよい。携帯端末装置２２は
、終了処理を実行する（Ｓ２８）。また、情報管理装置２０は、データを書き込む（Ｓ３
０）。
【００３１】
　図７は、携帯端末装置２２における新規洗浄の登録手順を示すフローチャートである。
図７は、図６のステップ１０に相当する。洗浄者は、表示部５４に表示された画面のうち
、操作部５２を介して「新規」を選択する（Ｓ５０）。図８（ａ）は、表示部５４に表示
された登録の初期画面を示す。ここでの処理は、新規ボタン２５０をクリックすることに
相当する。図７に戻る。表示部５４は、入力画面を表示する（Ｓ５２）。図８（ｂ）は、
表示部５４に表示された入力画面を示す。新規洗浄欄２５２には、情報が入力可能なよう
に表示されている。また、スコープと洗浄装置に関する情報は、図示のごとく入力されて
いない。図７に戻る。
【００３２】
　読取部６０は、スコープ２６の識別番号を受けつけ（Ｓ５４）、洗浄装置２４の識別番
号を受けつける（Ｓ５６）。さらに、操作部５２を介して、開始時刻等の設定がなされる
（Ｓ５８）。図８（ｃ）は、表示部５４に表示された開始時刻の設定の際の画面を示す。
図示のごとく、時間入力ウインドウ２５４が表示される。なお、新規洗浄として登録でき
るスコープ２６は複数であってもよく、ここでは、２本である場合を対象とする。実際に
は、洗浄装置２４によって一度に洗浄できる本数（以下、「Ｍａｘ値」という）を予め登
録しておき、その本数分の登録が可能になる。また、Ｍａｘ値を超えて、スコープ２６の
読み取りが行われる場合は、読取部６０にて読み取った内視鏡に関する情報のうち、最新
に近い情報を有効にする。図７に戻る。プログラムに変更があれば（Ｓ６０のＹ）、操作
部５２は、新たなプログラムを受けつける（Ｓ６２）。プログラムに変更がなければ（Ｓ
６０のＮ）、プログラムの変更の処理をスキップする。
【００３３】
　担当者に変更があれば（Ｓ６４のＹ）、操作部５２は、新たな担当者を受けつける（Ｓ
６６）。担当者に変更がなければ（Ｓ６４のＮ）、担当者の変更の処理をスキップする。
図８（ｄ）は、表示部５４に表示された設定画面を示す。新規洗浄欄２５２の中の「工程
プログラム」における「変更」が、ステップ６０での処理に相当し、新規洗浄欄２５２の
中の「担当者」における「変更」が、ステップ６４での処理に相当する。
【００３４】
　図９は、携帯端末装置２２における洗浄終了の手順を示すフローチャートである。図９
は、図６のステップ２８に相当する。洗浄者は、操作部５２を使用しながら、処理対象を
選択する（Ｓ８０）。図１０（ａ）は、表示部５４に表示された処理対象選択時の画面を
示す。リスト欄２５６に処理対象の候補となる洗浄装置２４等が示されている。「残り（
分）」の欄に、洗浄の残り時間が表示されており、「２番」の洗浄装置２４に対する「残
り時間」が「０」になっている。なお、リスト欄２５６は、図８（ｄ）等の新規洗浄欄２
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５２に相当する。
【００３５】
　図１０（ｂ）は、表示部５４に表示された処理対象選択結果の画面を示す。リスト欄２
５６に表示された処理対象の候補のうち、「２番」の洗浄装置２４が選択されている。図
９に戻る。洗浄者が、図１０（ｂ）の「正常終了」を選択した場合（Ｓ８２のＹ）、表示
部５４は、正常終了用の画面を表示する（Ｓ８４）。図１０（ｃ）は、表示部５４に表示
された正常終了時の画面を示す。確認ウインドウ２５８の中に、正常終了の確認を促す内
容が示されている。また、確認ウインドウ２５８の中には、スコープ２６の名称、洗浄装
置２４の名称が示されている。ここで、「担当者」の「変更」を選択すると、図１０（ｄ
）の画面が表示部５４に表示される。画面は、担当者欄２６０によって構成される。図９
に戻る。洗浄者が、図１０（ｃ）の「はい」を押し下げると（Ｓ８６）、処理が終了する
。
【００３６】
　洗浄者が、図１０（ｂ）の「正常終了」を選択せず（Ｓ８２のＮ）、「異常終了」を選
択した場合（Ｓ８８のＹ）、表示部５４は、異常終了用の画面を表示する（Ｓ９０）。図
１１（ａ）は、表示部５４に表示された異常終了時の画面を示す。確認ウインドウ２５８
の中に、異常終了の確認を促す内容が示されている。また、確認ウインドウ２５８の中に
は、スコープ２６の名称、洗浄装置２４の名称が示されている。図９に戻る。エラーコー
ドの入力がある場合（Ｓ９２のＹ）、操作部５２によってエラーコードが入力される（Ｓ
９４）。なお、エラーコードの入力は、図１１の（ａ）の確認ウインドウ２６２における
「異常終了理由」の「変更」をクリックすることによってなされる。
【００３７】
　図１１（ｂ）は、表示部５４に表示された異常終了理由の入力画面を示す。異常終了理
由欄２６４に異常終了理由の候補が表示されており、いずれかが選択される。また、「エ
ラーコード」がクリックされることによって、エラーコードの入力画面に遷移する。図１
１（ｃ）は、表示部５４に表示されたエラーコードの入力画面を示す。数字に対応したボ
タンを押し下げることによって、エラーコードに対応した番号が入力される。なお、一般
的に、洗浄装置２４は、異常終了した際に、内部に備えたディスプレイにエラーコードを
表示する。洗浄者は、表示されたエラーコードを確認し、当該エラーコードを携帯端末装
置２２に入力する。図９に戻る。エラーコードの入力がある場合（Ｓ９２のＹ）、エラー
コードの入力処理を省略する。洗浄者が、図１１（ａ）の「はい」を押し下げると（Ｓ９
６）、処理が終了する。
【００３８】
　洗浄者が「異常終了」を選択しない場合（Ｓ８８のＮ）、すなわち「取消し」を選択し
た場合、表示部５４は、取消用の画面を表示する（Ｓ９８）。図１２は、表示部５４に表
示された取消時の画面を示す。確認ウインドウ２６６において、取り消すか否かの選択が
促されている。図９に戻る。洗浄者が、図１２の「はい」を押し下げると（Ｓ１００）、
処理が終了する。
【００３９】
　図１３は、内視鏡洗浄管理システム１１０における洗浄の記録の表示手順を示すシーケ
ンス図である。洗浄者は、携帯端末装置２２において、未送信データが存在することを確
認する（Ｓ１２０）。携帯端末装置２２は、情報管理装置２０に対して、データを送信す
る（Ｓ１２２）。情報管理装置２０は、受信したデータを記録する（Ｓ１２４）。また、
情報管理装置２０は、記録したデータに対する表示の要求を受けつけた場合に、データを
表示する（Ｓ１２６）。
【００４０】
　図１４（ａ）－（ｃ）は、表示部３４に表示された洗浄の記録の画面を示す。これらは
、図１３のステップ１２６に相当する。図１４（ａ）では、リスト欄２７０において、現
在洗浄されているスコープ２６と、既に洗浄のなされたスコープ２６とに関する情報がリ
スト形式にて示されている。これらの情報の内容は、図４と図５とに示されたデータに相
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当する。図１４（ｂ）は、図１４（ａ）においてリスト形式にて示されたスコープ２６に
関する情報のうち、いずれかを詳細に表示した画面を示す。洗浄情報ウインドウ２７２に
おいて、詳細な情報が示されている。なお、図１４（ｂ）は、洗浄が正常に終了した場合
に相当する。図１４（ｃ）も、図１４（ｂ）と同様に、スコープ２６に関する情報を詳細
に表示した画面を示す。しかしながら、図１４（ｃ）では、図１４（ｂ）と異なって、洗
浄が異常終了した場合を示す。洗浄情報ウインドウ２７２には、「異常終了理由」と「エ
ラーコード」とが示されている。
【００４１】
　これまでの説明においては、洗浄装置２４は、ネットワークに接続されていない。ここ
では、変形例として、洗浄装置２４がネットワークに接続されている場合を説明する。図
１５は、本発明の変形例に係る内視鏡洗浄管理システム１１０の構成を示す。図１５の内
視鏡洗浄管理システム１１０では、図１と異なって、洗浄装置２４に、読取部８０、通信
部８２が含まれる。それ以外は、図１と同様であるので、説明を省略する。
【００４２】
　スコープ２６が洗浄装置２４にセットされると、読取部８０は、識別番号保持部６４か
ら、洗浄装置２４に付与された識別番号を取得する。通信部８２は、情報管理装置２０に
対して、識別番号保持部６２に記憶した識別番号と、読取部８０において取得した識別番
号とを送信する。通信部３０は、識別番号を受信すると、記憶部３８は、受信した識別番
号を記憶する。制御部３６は、記憶部３８に記憶された洗浄の記録のデータから、スコー
プ２６の固有情報を取得し、当該スコープ２６がどのように使用されてきたかを把握する
。
【００４３】
　制御部３６は、記憶部３８に予め記憶された検査情報から、当該スコープ２６を洗浄す
べき洗浄者の有した携帯端末装置２２を特定する。通信部３０は、特定した携帯端末装置
２２に対して、記憶部３８に記憶した識別番号を送信する。携帯端末装置２２は、洗浄の
登録画面を表示部５４に表示する際に、受信した識別番号も表示する。これは、図８（ａ
）あるいは（ｂ）において、洗浄装置２４の識別番号とスコープ２６の識別番号とが、予
め表示されていることに相当する。以下、実施例と同様の処理が実行されるが、洗浄装置
２４による洗浄が終了した場合に、洗浄装置２４は、洗浄の終了を携帯端末装置２２に通
知してもよい。その際、前述の正常終了時の動作が実行される。
【００４４】
　以下、洗浄装置２４に関する情報が、携帯端末装置２２の表示部５４や情報管理装置２
０の表示部３４において表示される際の画面について説明する。図１６（ａ）－（ｂ）は
、表示部５４に表示された洗浄装置情報の画面を示す。図１６（ａ）は、洗浄装置２４に
関する情報を一覧する際の画面を示す。ここでは、消毒液タブ２８０が選択されている場
合を示す。一方、「水フィルター」タブ、「エアフィルター」タブ、「ガスフィルター」
タブが選択されることによって、それぞれに対応した内容が表示される。情報一覧欄２８
２には、各洗浄装置２４での消毒液に関する情報が表示される。洗浄者は、消耗品の交換
を登録する際、消耗品交換ボタン２８４をクリックする。図１６（ｂ）は、消耗品の交換
を登録する際の画面を示す。確認ウインドウ２８６に交換しようとしている消耗品に関す
る情報が示されている。
【００４５】
　図１７（ａ）－（ｃ）は、表示部３４に表示された洗浄装置リストの画面を示す。図１
７（ａ）－（ｃ）は、図１６（ａ）－（ｂ）に対応している。図１７（ａ）は、洗浄装置
リスト欄２９０に、洗浄装置２４に関する情報がリスト形式にて表示されている。しかし
ながら、図１６（ａ）と異なって、洗浄装置リスト欄２９０には、消毒液、水フィルター
、エアフィルターに関する情報が同時に表示されている。図１７（ｂ）は、メニュー２９
２が表示された画面を示す。図１７（ｃ）は、メニュー２９２によって、消毒液の交換が
選択された場合の画面を示す。確認ウインドウ２９４が表示されることによって、洗浄者
に確認が促される。
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【００４６】
　図１８（ａ）－（ｄ）は、表示部３４に表示された洗浄装置使用履歴の画面を示す。図
１８（ａ）は、洗浄装置使用履歴ウインドウ３００に、ひとつの洗浄装置２４においてな
された洗浄に関する情報が表示される。図示のごとく、洗浄の開始時間等が表示される。
図１８（ｂ）は、メニュー３０２が表示された画面を示す。図１８（ｃ）は、表示期間入
力ウインドウ３０４が表示された画面を示す。図１８（ｄ）は、表示期間を入力する際に
、カレンダウインドウ３０６を表示している画面を示す。カレンダウインドウ３０６に示
された日付を選択することによって、表示期間が直接入力される。
【００４７】
　本発明の実施例によれば、情報管理装置は、スコープの洗浄に関する情報を取得すると
、これを携帯端末装置に送信し、かつ携帯端末装置は、受信した情報を表示するので、使
用者が洗浄装置から離れて作業をしていても、スコープの洗浄に関する情報を使用者に通
知できる。また、携帯端末装置は、情報管理装置から、スコープに関する情報として洗浄
の残り時間を受けつけるので、使用者に残り時間を通知できる。また、使用者は、残り時
間を認識するので、洗浄装置から離れていても、他のスコープの洗浄の準備を開始できる
。また、洗浄装置において複数のスコープが洗浄されている場合、情報管理装置は、これ
らの洗浄に対する残り時間を統一的に計測するので、処理を簡易にできる。
【００４８】
　また、洗浄装置において複数のスコープが洗浄されている場合、これらのスコープに対
する洗浄は同時に終了するので、情報管理装置による計測と実際の洗浄とが対応付けられ
る。また、携帯端末装置は、情報管理装置から、スコープに関する情報として洗浄の終了
を受けつけるので、使用者に洗浄の終了を通知できる。また、使用者は、次の洗浄を開始
できるので、洗浄装置を効率よく使用できる。また、複数のスコープに対する洗浄の時間
を短くできる。また、携帯端末装置は、洗浄の終了を表示した場合、確認の処理がなされ
るまで次の表示を実行しないので、洗浄の終了を確実に使用者に通知できる。
【００４９】
　また、洗浄が異常終了した場合、携帯端末装置によって、情報管理装置に記憶された情
報を修正できるので、情報管理装置に記憶された情報と、実際の洗浄の状況とを対応付け
ることができる。また、情報管理装置は、洗浄装置と接続されることなく、洗浄装置の洗
浄状況を管理するので、新たな洗浄装置を使用する場合であっても、容易に管理できる。
また、内視鏡洗浄管理システムの汎用性を向上できる。また、洗浄装置と情報管理装置と
をネットワークにて接続することによって、情報管理装置は、洗浄装置から情報を容易に
取得できるので、使用者に対する利便性を向上できる。
【００５０】
　以上、本発明を実施の形態をもとに説明した。この実施の形態は例示であり、それらの
各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変
形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
【００５１】
　本発明の実施例において、洗浄の開始処理は、表示部５４に表示された「新規」をクリ
ックすることによってなされる。しかしながらこれに限らず例えば、読取部６０が、洗浄
装置２４の識別番号あるいはスコープ２６の識別番号を取得したときに、自動的に開始し
てもよい。本変形例によれば、洗浄者に対するステップの数を削減できるので、洗浄者の
利便性を向上できる。つまり、洗浄者による洗浄の意思が確認できればよい。
【００５２】
　本発明の実施例において、洗浄の開始時間は、表示部５４に表示された時間入力ウイン
ドウ２５４を介して登録される。しかしながらこれに限らず例えば、情報管理装置２０の
システムクロック、あるいは携帯端末装置２２のシステムクロックをもとに、情報管理装
置２０は、洗浄の開始時間を取得してもよい。本変形例によれば、洗浄者に対するステッ
プの数を削減できるので、洗浄者の利便性を向上できる。また、時間入力ウインドウ２５
４を介して登録された時間と、システムクロックによる時間との間の時間差がある程度大
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きければ、携帯端末装置２２は、その旨を通知してもよい。本変系例によれば、登録した
時間、あるいはシステムクロックによる時間のいずれかのずれを修正できる。
【００５３】
　本発明の実施例における内視鏡洗浄管理システム１１０は、さらに以下の機能を有して
いてもよい。その前提として、医療機関が保有している洗浄装置２４の情報は正確に把握
されておらず、定期的なメンテナンスを行うことが困難であった。なお、洗浄装置２４に
は、使用状況や消耗品の状態を含む。それを解決するために、内視鏡洗浄管理システム１
１０は、洗浄装置２４ごとに定期メンテナンスの回数や期間を設定する手段と、設定され
た回数や期間に各洗浄装置２４の状態が達したかどうかを判定する手段と、達した際にメ
ール等にて洗浄装置２４を管理するサービスセンタに通知する手段とを備えていてもよい
。これにより、洗浄装置２４ごとに使用状況を設定したタイミングによりサービスセンタ
に通知が可能となるため、サービスセンタ側は、各洗浄装置２４の状況をモニタリングす
ることができ、メンテナンス作業の効率を向上できる。
【００５４】
　なお、本実施例では、携帯端末装置２２の読取部６０にて洗浄装置２４およびスコープ
２６の情報を読み取り、通信部５０を介して情報管理装置２０に送信し、情報管理装置２
０が携帯端末装置２２への通知を行っている。しかしながらこれに限らず例えば、以下の
構成であってもよい。以下の構成においても、実施例と同様の効果が得られる。
（１）洗浄装置２４に通信部を設け、情報管理装置２０に備えられている機能が洗浄装置
２４内に設けられてもよい。「情報管理装置２０に備えてられている機能」は、例えば、
記憶部３８、タイマ４０、取得部４２等に備えられている機能である。以上の構成におい
て、洗浄装置２４と携帯端末装置２２とが通信することによって、携帯端末装置２２に対
して終了等の通知がなされる。
【００５５】
（２）洗浄装置２４に通信部を設け、洗浄装置２４と情報管理装置２０とが洗浄中のスコ
ープ２６および洗浄装置２４の情報をやりとりする。洗浄装置２４から通信部を介して得
た情報にもとづき、情報管理装置２０が携帯端末装置２２への終了の通知を行う。
（３）携帯端末装置２２に備えられている機能が携帯端末装置２２内に備えられてもよい
。洗浄装置２４から洗浄に関する情報を読取部６０を介して読み取るとともに、携帯端末
装置２２に設けられている記憶部５８にその情報が記録される。ここで、「洗浄に関する
情報」の一例は、洗浄装置２４に関する情報、洗浄すべきスコープ２６の情報などの洗浄
オーダに関する情報である。携帯端末装置２２が終了時刻のカウントを行い、終了と判断
した場合は、自信の表示部５４にその旨を表示する。
【００５６】
　なお、本実施例では、内視鏡のスコープ２６の洗浄装置２４に限定して説明を行ったが
、その他の医療器材の洗浄装置２４や滅菌装置に対しても同様の処理が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の実施例に係る内視鏡の医療システムにおける内視鏡の流通経路を説明す
るための模式図である。
【図２】本発明の実施例に係る内視鏡洗浄管理システムの構成を示す図である。
【図３】図２の記憶部に記憶されたプログラムと所要時間とが対応付けられたデータの構
造を示す図である。
【図４】図２の記憶部に記憶された洗浄状況が示されたデータの構造を示す図である。
【図５】図２の記憶部に記憶された洗浄の記録のデータの構造を示す図である。
【図６】図２の内視鏡洗浄管理システムにおける管理手順を示すシーケンス図である。
【図７】図２の携帯端末装置における新規洗浄の登録手順を示すフローチャートである。
【図８】図８（ａ）－（ｄ）は、図２の表示部に表示された登録の画面を示す図である。
【図９】図２の携帯端末装置における洗浄終了の手順を示すフローチャートである。
【図１０】図１０（ａ）－（ｄ）は、図２の表示部に表示された正常終了時の画面を示す
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【図１１】図１１（ａ）－（ｃ）は、図２の表示部に表示された異常終了時の画面を示す
図である。
【図１２】図２の表示部に表示された取消時の画面を示す図である。
【図１３】図２の内視鏡洗浄管理システムにおける洗浄の記録の表示手順を示すシーケン
ス図である。
【図１４】図１４（ａ）－（ｃ）は、図２の表示部に表示された洗浄の記録の画面を示す
図である。
【図１５】本発明の変形例に係る内視鏡洗浄管理システムの構成を示す図である。
【図１６】図１６（ａ）－（ｂ）は、図２の表示部に表示された洗浄装置情報の画面を示
す図である。
【図１７】図１７（ａ）－（ｃ）は、図２の表示部に表示された洗浄装置リストの画面を
示す図である。
【図１８】図１８（ａ）－（ｄ）は、図２の表示部に表示された洗浄装置使用履歴の画面
を示す図である。
【符号の説明】
【００５８】
　１０　内視鏡検査室、　１２　洗浄室、　２０　情報管理装置、　２２　携帯端末装置
、　２４　洗浄装置、　２６　スコープ、　３０　通信部、　３２　操作部、　３４　表
示部、　３６　制御部、　３８　記憶部、　４０　タイマ、　４２　取得部、　５０　通
信部、　５２　操作部、　５４　表示部、　５６　制御部、　５８　記憶部、　６０　読
取部、　６２　識別番号保持部、　６４　識別番号保持部、　１１０　内視鏡洗浄管理シ
ステム。

【図１】 【図２】
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